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市第 163号議案 

   横浜市一般職職員の休暇に関する条例の一部改正 

 横浜市一般職職員の休暇に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

   平成25年２月15日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市一般職職員の休暇に関する条例の一部を改正する 

条例 

横浜市一般職職員の休暇に関する条例（平成４年３月横浜市条例

第３号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第７号中「骨髄提供休暇」を「骨髄等提供休暇」に 
 

、「骨髄液の」を「骨髄若しくは末梢
しょう

血幹細胞移植のための末梢
しょう

血  

幹細胞の」に、「又は骨髄移植のため」を「又は」に、「骨髄液を

」を「骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血

幹細胞を」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

  

   提 案 理 由 

 職員が末梢
しょう

血幹細胞移植のため末梢
しょう

血幹細胞を提供する等の場合 
 

に特別休暇を受けることができるようにするため、横浜市一般職職

員の休暇に関する条例の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 一 般 職 職 員 の 休 暇 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）        

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行) 

 （ 特 別 休 暇 ）  

第 ４ 条  職 員 は 、 特 別 休 暇 と し て 次 の 各 号 に 掲 げ る 休 暇 を 当 該 各 号  

 に 掲 げ る 場 合 に 受 け る こ と が で き る 。  

   （ 第 １ 号 か ら 第 ６ 号 ま で 省 略 ）  

   骨 髄 等 提 供 休 暇             骨 髄 若 し く は 末 梢
しょう

 
(7)          職 員 が 骨 髄 移 植 の た め の      
  骨 髄 提 供 休 暇              骨 髄 液 の  

 血 幹 細 胞 移 植 の た め の 末 梢
しょう

血 幹 細 胞 の  
提 供 希 望 者 と し て そ の 登  

 

    又 は        
録 を 実 施 す る 者 に 対 し て 登 録 の 申 出 を 行 い 、       
                    又 は 骨 髄 移 植 の た  

                    骨 髄 移 植 の た め 骨  
配 偶 者 、 父 母 、 子 及 び 兄 弟 姉 妹 以 外 の 者 に  

め                    骨 髄 液 を  

髄 若 し く は 末 梢 血 幹 細 胞 移 植 の た め 末 梢 血 幹 細 胞 を  
提 供 す る 場  

 

合 で 、 当 該 申 出 又 は 提 供 に 伴 い 必 要 な 検 査 、 入 院 等 の た め 勤 務

し な い こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る と き 。  

   （ 第 ８ 号 か ら 第 16 号 ま で 及 び 第 ２ 項 省 略 ）   


